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１．森林の有する多面的機能

■ 森林の有する多面的機能 ■ 国民が期待する森林の働き

資料：総理府「森林・林業に関する世論調査」（昭和55年）、「みどりと木に関する
世論調査」（昭和61年）、「森林とみどりに関する世論調査」（平成5年）、「森
林と生活に関する世論調査」（平成11年）、内閣府「森林と生活に関する世
論調査」（平成15年、平成19年、平成23年、令和元年）

注１：回答は、選択肢の中から３つまでを選ぶ複数回答。
注２：選択肢は、特にない、わからない、その他を除いて記載。

温暖化防止

災害防止

大気浄化・
騒音緩和

保健休養

木材生産

野生動植物
生息の場

野外教育

特用林産物
生産

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S55
(1980)

61
(86)

H元

（89）
5
(93)

8
(96)

11
(99)

15
(2003)

19
(07)

23
(11)

R元

(19)

水源の涵養
かん

順位

森林の多面的機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間70兆円。

資料：日本学術会議答申 「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について」及び同関連付属資料（平成
13年11月）

注：【 】内の金額は、森林の多面的機能のうち、物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について評価（年間）したもの。
いずれの評価方法も、一定の仮定の範囲においての数字であり、その適用に当たっては注意が必要。

水源涵養
・洪水緩和 【6.5兆円】
・水資源貯留 【8.7兆円】
・水質浄化 【14.6兆円】 等

土砂災害防止／土壌保全
・表面侵食防止 【28.3兆円】
・表層崩壊防止 【 8.4兆円】 等

生物多様性保全
・遺伝子保全 ・生物種保全
・生態系保全

地球環境保全
・二酸化炭素吸収 【1.2兆円】
・化石燃料代替エネルギー【0.2兆円】

物質生産
・木材（建築材、燃料材等）
・食料（きのこ、山菜等） 等

保健・レクリエーション
・保養 【2.3兆円】
・行楽、スポーツ、療養

快適環境形成
・気候緩和 ・大気浄化
・快適生活環境形成

文化
・景観、風致 ・教育 ・宗教、祭礼
・芸術 ・伝統文化 ・地域の多様性

かん

CO2 O2

荒廃地 森林耕地

浸透能
（mm/1時間）

裸地 草地 森林

258
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※資料：村井宏・岩崎
勇作「林地の水及び
土壌保全機能に関す
る研究」（1975）

（水資源貯留機能の比較）

（流出土砂量の比較）森林の国土保全機能 森林の水源涵養機能

※資料：丸山岩三「森林水文」実践林業大学（1970）
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２．森林資源の循環利用によるグリーン成長の実現

木材は炭素を
長期に貯蔵

CO2

CO2
CO2

2030年度2.7％目標達成
2050年カーボンニュートラルに貢献

林業の成長産業化
地方創生を推進

使う

育てる

植栽

主伐

下刈り間伐

植える

エリートツリー

都市の木造化

新素材開発

木質バイオマス利用

若い林はCO2を
より多く吸収

エネルギー利用により
化石燃料を代替間伐等の実施に加え

「伐って、使って、植える」
循環利用を進め

若い森林を確実に造成

CO2

森林は
CO2を吸収

木材は
省エネ資材

プラスチック等
を代替

収穫する

• 適正な利用により放置されず森林の手入れが進む
→ 生物多様性保全、地球温暖化防止等の

森林の多面的機能の発揮

森林にやさしい

•木材利用による炭素の貯蔵効果、省エネ効果、
化石燃料代替効果

•吸収能力の高い若い森林の増加

CO2

炭素

炭素

吸収

炭素貯蔵

地球にやさしい

• 林業活動を通じた雇用・経済効果 → 地方創生

地方・人にやさしい

• 木材利用 → 快適な空間の形成

Ａ重油
約120万kl

熱利用

CO2
約400万t

木質バイオマス燃料

代替
相当

2019年利用量＝２千万㎥
（間伐材、製材端材、建築廃材等）

→ 2050年カーボンニュートラルに貢献

森林・林業基本計画に掲げる
「グリーン成長」の基本的な考え方（イメージ）
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３．森林の有する多面的機能の発揮に向けて

①適切な森林の整備・保全 ②持続可能な木材利用

広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等による
多様な森林づくりの推進や、伐採後の確実な再造
林を実施。

長伐期林 針広混交林

森林生態系の保全及び復元、希少な森林生態
系の保護管理を実施。また、公益的機能の発揮が
特に期待される森林を保安林として指定し、適切
な管理を実施。
森林所有者等による森林の経営や管理が適切に
進むよう取り組むとともに、森林所有者が自ら経営
や管理ができない森林は、市町村が主体となった
経営や管理を実施。

林業・木材産業の低コスト化や中高層建築物等に
おける木材利用、新素材の開発等により、国内の
森林資源の持続的な有効活用を図る。

合法的に伐採されたことが確認できた木材・木材製
品を消費者・実需者が選択できるよう、クリーンウッ
ド法に基づく制度の普及を実施。
消費者等の理解を醸成し、木材を持続的な形で
利用する企業等へのESG投資にもつながるよう、
「木づかい運動」や「木育」等を推進。

都市の木造化（Port Plus㊧,HULIC&NewGINZA8㊨）
資料：林野庁「高層ビル木造事例集」

木材のマテリアル利用

改質リグニンを用いた試作品
（自動車ステアリングの樹脂）

写真:株式会社天童木工、物質・材料研究機構、
豊田合成株式会社

セルロースナノファイバーを用いた製品
（外壁フェンスの塗料）

写真:玄々化学工業株式会社
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４．持続可能な木材利用に向けて

○Ｇ７広島首脳コミュニケ（抜粋）
【パラ24（環境）・部分】

我々は、２０３０年までに森林の消失と土地の劣化を阻止し反転させる
というコミットメントを改めて表明し、森林を始めとする陸域生態系の保全及び
その回復を加速させるとともに、持続可能なバリューチェーン及びサプライチェーン
を支援し、持続可能な森林経営と木材利用を促進することにコミットする。

○Ｇ７気候・エネルギー・環境大臣会合コミュニケ（抜粋）
【森林及び土地劣化(パラ10)】

我々は、ネット・ゼロで、気候変動に対し強靭で、循環型で、ネイチャーポジ
ティブな経済の実現に向けて、森林をはじめとする陸域生態系の保全とその回
復を加速させるとともに、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営と木材
利用を促進することにコミットし、また、持続可能な森林経営と木材利用の促
進のために、国連食糧農業機関、国連森林フォーラム、国際熱帯木材機関
等の関連国際機関と協働する。
【建築物(パラ82)】

また、我々は、ライフサイクルを考慮した建物設計や、建物の改修・建設にお
ける循環性の考慮によって、木材を含む持続可能な低炭素材料や最終用途
の機器の使用を向上させることや、従来型材料の生産を脱炭素化することが
重要であると認識する。

○Ｇ７都市大臣会合コミュニケ（抜粋）
【建築物（パラ20）】

我々は、例えば、木材を含む持続可能な低炭素材料の使用や、冷暖房シ
ステムの脱炭素化、再生可能エネルギーを創出するための屋上への太陽光パ
ネルの設置、屋上や壁面、その他空間の緑化、建築材料の循環、放置された
建築物の活用や再生等の、より伝統的な手法から革新的な先端技術に至る
様々な解決策の必要性を強調する。

■ Ｇ７広島サミットで採択された成果文書■ 改正クリーンウッド法の概要（令和7年春施行予定）

〇 国内市場における木材流通の最初の段階での対応が重要であることから、川上・
水際の木材関連事業者に対し、素材生産販売事業者又は外国の木材輸出事業
者から木材等の譲受け等をする場合に、①原材料情報の収集、合法性の確認、②
記録の作成・保存、③情報の伝達を義務付け。

（１）川上・水際の木材関連事業者による合法性の確認等の義務付け

（２）素材生産販売事業者による情報提供の義務付け

（３）小売事業者の木材関連事業者への追加

⇒ これらの措置により、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通
を抑制し、合法性が確認された木材が広く流通することを目指す。

〇 合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連
事業者に追加し、登録を受けることができるよう措置。

〇 （１）で義務付けられる合法性の確認等が円滑に行われるよう、素材生産
販売事業者に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じ、伐採届等の情報
提供を行うことを義務付け。
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５．国産材の安定供給体制の構築に向けた「共同行動宣言」


